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町
職
員
の
人
事
異
動
を

お
知
ら
せ
し
ま
す

　

町
職
員
の
異
動
が
９
月
１
日
付
で

行
わ
れ
ま
し
た
。（　

）内
は
旧
職
名
。

異　

動

主
任
相
当
職

▼
保
健
福
祉
課
主
査（
総
務
課
付
主

査
）古
川
達
也
▼
商
工
観
光
課
主
査

（
総
務
課
付
主
査
）笠
間
徹
▼
生
涯

学
習
課
主
査（
税
務
課
主
査
）佐
藤

す
ず
い
▼
生
涯
学
習
課
社
会
教
育
主

事
兼
体
験
交
流
推
進
主
任
専
門
員

（
生
涯
学
習
課
社
会
教
育
主
事
）安

部
智
恵

担
当
の
職

▼
税
務
課
主
事（
保
健
福
祉
課
主
事
）

飯
山
義
隆

急
な
失
業
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
皆
さ
ん
へ

　

急
激
な
経
済
情
勢
の
変
動
に
よ
り

離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
失
業
し
た
人

に
、
就
業
の
機
会
を
提
供
す
る
た
め
、

緊
急
臨
時
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
職
種
お
よ
び
人
員

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
情
報
発
信

　

事
業（
一
般
事
務
補
助
）若
干
名

・
観
光
イ
ベ
ン
ト
運
営
体
制
整
備
事

　

業（
一
般
事
務
補
助
）若
干
名

・
高
齢
者
世
帯
実
態
把
握
調
査
事
業

　
（
一
般
事
務
補
助
）若
干
名

・
次
世
代
育
成
お
よ
び
高
齢
者
支
援

　

ニ
ー
ズ
調
査
事
業（
一
般
事
務
補

　

助
）
若
干
名

・
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営

　

体
制
強
化
事
業（
一
般
事
務
補
助
）

　

若
干
名

▼
資
格
要
件　

心
身
と
も
健
康
で
、

本
人
が
失
業
者
で
あ
り
、
普
通
運
転

免
許
証
を
取
得
し
て
い
る
人
。

　

本
基
金
事
業
で
採
用
さ
れ
た
経
験

の
な
い
人
。

▼
勤
務
条
件　

猪
苗
代
町
緊
急
雇
用

創
出
基
金
事
業
に
お
け
る
臨
時
職
員

の
雇
用
等
に
関
す
る
規
則
に
よ
る
。

▼
応
募
手
続
き　

町
指
定
の
履
歴
書

に
写
真
貼
付
の
上
、
９
月
24
日（
木
）

ま
で
総
務
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

履
歴
書
は
総
務
課
に
備
え
付
け
て
あ

り
ま
す（
面
接
試
験
あ
り
）。

　

応
募
す
る
際
に
、
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
、
廃
業
届
、
職
務
経
歴
書

や
そ
の
他
失
業
者
で
あ
る
こ
と
を
証

明
で
き
る
も
の
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。

▼
雇
用
期
間

　

21
年
10
月
２
日
か
ら

いなわしろタウンページ まちのお知らせ

　

22
年
３
月
31
日
ま
で

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

行
政
管
理
業
務

☎（
62
）２
１
１
１

幼
稚
園
教
諭
・
保
育
士
の

嘱
託
員
を
募
集

　

幼
稚
園
教
諭
・
保
育
士
の
嘱
託
員

を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
職
種
お
よ
び
人
員

・
幼
稚
園
教
諭　

若
干
名

・
保
育
士　

若
干
名 

▼
資
格
要
件　

心
身
と
も
健
康
で
、

21
年
４
月
１
日
現
在
55
歳
以
下
の
幼

稚
園
教
諭
、
保
育
士
の
免
許
・
資
格

を
取
得
し
て
い
る
人
。

▼
勤
務
条
件　

猪
苗
代
町
嘱
託
員
の

任
用
等
に
関
す
る
規
則
に
よ
る
。

▼
応
募
手
続
き　

町
指
定
の
履
歴
書

に
写
真
貼
付
の
上
、
９
月
25
日（
金
）

ま
で
総
務
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

履
歴
書
は
総
務
課
に
備
え
付
け
て
あ

り
ま
す（
面
接
試
験
あ
り
）。

▼
問
い
合
わ
せ
先　

幼
稚
園
教
諭
嘱
託
員

教
育
総
務
課　

教
育
総
務
業
務

☎（
62
）５
６
７
７

保
育
士
嘱
託
員　

猪
苗
代
保
育
所

☎（
62
）２
６
３
７

ち
び
っ
こ
ラ
ン
ド
で
楽
し

く
友
達
づ
く
り

　

町
で
は
、親
子
の
遊
び
の
教
室「
ち

び
っ
こ
ラ
ン
ド
」
を
、
前
期
と
後
期

の
２
回
に
分
け
て
開
催
し
て
い
ま

す
。
今
回
、
後
期
の
参
加
者
を
募
集

し
ま
す
。
お
友
達
と
一
緒
に
思
い
き

り
遊
び
ま
し
ょ
う
。

　

保
護
者
の
皆
さ
ん
も
、
情
報
交
換

や
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
の
場
と
し
て
、
参

加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
対
象　

町
内
在
住
の
２
歳
か
ら

４
歳
ま
で
の
子
ど
も
と
保
護
者
20
組

（
※
以
前
に
参
加
し
た
こ
と
が
あ
る

人
は
除
き
ま
す
）

▼
日
程　

10
月
27
日（
火
）・
11
月

17
日（
火
）・
12
月
15
日（
火
）

22
年
１
月
19
日（
火
）・
２
月
16
日

（
火
）（
全
５
回
）

▼
時
間　

　

午
前
10
時
か
ら
12
時
ま
で

▼
会
場　

　

町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

▼
申
込
締
め
切
り

　

10
月
２
日（
金
）　

定
員
に
な
り

次
第
、
締
め
切
り
ま
す
。

▼
申
し
込
み
方
法
・
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課
へ
電
話
で
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

☎（
62
）２
１
１
５

求　

人

募　

集

人　

事

   早期発見があなたの命を救います
　　  　       （子宮頸

けい

がん・乳がん無料検診のお知らせ）

　今年度、一定年齢の女性を対象に、子宮頸がんおよび乳がん検診の無
料クーポン券を配布するとともに、検診手帳を交付する「女性特有のが
ん検診推進事業」を実施します。
　対象となる人に、受診案内、クーポン券、検診手帳を郵送しましたの
で、町の実施する検診（集団検診または指定医療機関）において、積極
的に受検してください。
　詳しくは、受診案内、検診手帳をご覧ください。
＜対象者＞　
　（１）子宮頸がん検診
　　　前年度に（昨年 4 月 2 日から今年 4 月 1 日までの間に）20 歳、
　　25 歳、30 歳、35 歳、40 歳になった女性。
　（２）乳がん検診
　　　前年度に（昨年 4 月 2 日から今年 4 月 1 日までの間に）40 歳、
　　45 歳、50 歳、55 歳、60 歳になった女性。
＜持参するもの＞
　①がん検診無料クーポン券　②保険証（身分を証明できるもの）
　③検診録（受診録）
＜クーポン券＞
　無料クーポン券見本

＜検診手帳＞
　検診手帳は、検診受診日の記録をするなどして、健康管理に役立てて
ください。
●問い合わせ先　　保健福祉課　健康づくり業務　☎（62）2115

に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

県
児
童
家
庭
課

☎
０
２
４（
５
２
１
）７
１
７
６

保
健
福
祉
課　

社
会
福
祉
業
務

☎（
62
）２
１
１
５

①
認
定
請
求
書

②
請
求
者
・
対
象
児
童
の
戸
籍
謄　

　

本
ま
た
は
抄
本
お
よ
び
世
帯
全
員

　

の
住
民
票

③
そ
の
他
必
要
な
書
類

▼
支
給
制
限

　

受
給
資
格
者
お
よ
び
そ
の
扶
養
義

務
者
な
ど
の
所
得
が
限
度
額
以
上
で

あ
る
場
合
は
、
そ
の
年
度（
８
月
か

ら
翌
年
７
月
）は
手
当
の
全
部
ま
た

は
一
部
が
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

▼
そ
の
他

　

所
得
制
限
限
度
額
な
ど
、
手
続
き

　

の
場
合
は
除
く
）

⑥
対
象
と
な
る
児
童
が
、
母
の
配
偶

　

者（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い

　

が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

　

事
情
に
あ
る
者
も
含
む
）に
養
育

　

さ
れ
て
い
る
場
合

⑦
母
ま
た
は
母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児

　

童
を
養
育
し
て
い
る
人
が
、
公
的

　

年
金
を
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
る

　

場
合

▼
手
当
を
受
け
る
手
続
き

　

次
の
書
類
を
添
え
て
保
健
福
祉
課

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

母
と
子
の
幸
せ
の
た
め
に

児
童
扶
養
手
当

　

こ
の
手
当
は
、
父
母
の
離
婚
な
ど

に
よ
り
、
父
と
生
計
を
同
じ
く
し
て

い
な
い
18
歳
ま
で
の
児
童（
障
が
い

が
あ
る
と
き
は
20
歳
未
満
）の
母
や

母
に
代
わ
っ
て
、
そ
の
児
童
を
養
育

し
て
い
る
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
父

と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
て
も
、
父

の
心
身
に
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
場

合
に
は
支
給
さ
れ
ま
す
。

【
次
の
よ
う
な
場
合
、
手
当
は
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
】

①
手
当
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
、
対

　

象
児
童
が
、
日
本
に
住
所
を
お
い

　

て
い
な
い
場
合

②
対
象
と
な
る
児
童
が
、
父
ま
た
は

　

母
の
死
亡
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る

　

公
的
年
金
や
労
働
基
準
法
の
規
定

　

に
よ
る
遺
族
補
償
を
受
け
る
こ
と

　

が
で
き
る
場
合

③
対
象
と
な
る
児
童
が
、
父
に
支
給

　

さ
れ
る
公
的
年
金
給
付
の
加
算
の

　

対
象
と
な
っ
て
い
る
場
合

④
対
象
と
な
る
児
童
が
、
里
親
に
委

　

託
さ
れ
て
い
る
場
合
。
児
童
福
祉

　

施
設（
保
育
所
・
通
園
施
設
を
除

　

く
）な
ど
に
入
所
し
て
い
る
場
合

⑤
父
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る
場

　

合（
た
だ
し
、
父
が
障
が
い
該
当

Town Information

手　

当
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行
政
相
談
委
員
に
相
談
し

て
み
ま
せ
ん
か

　

行
政
相
談
委
員
の
定
例
相
談
を
実

施
し
ま
す
。
定
例
相
談
は
毎
月
１
回

第
３
水
曜
日
に
開
催
し
て
い
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
秘
密
は
厳
守
し
ま
す

の
で
、
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
猪
苗
代
町
行
政
相
談
委
員

　

宮
沢　

重
正
さ
ん（
下
舘
）

　

☎（
66
）３
９
９
５

▼
開
催
日
時　

９
月
16
日（
水
）

　

午
後
１
時
か
ら
３
時
ま
で

▼
場
所　

町
役
場
３
階　

日
本
間

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
業
務

☎（
62
）２
１
１
１

人
権
問
題
や
法
律
な
ど
の

相
談
は
こ
ち
ら

　

毎
日
の
生
活
の
中
で
、
人
権
問
題

で
は
な
い
か
と
感
じ
た
こ
と
や
、
法

律
の
取
り
扱
い
が
分
か
ら
な
く
て

困
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

そ
ん
な
時
に
は
、
人
権
擁
護
委
員

と
行
政
相
談
委
員
が
、
問
題
解
決
の

お
手
伝
い
を
し
ま
す
。
こ
の
機
会
に

ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日
時　

10
月
６
日（
火
）

　

午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

▼
場
所　

町
役
場
３
階　

日
本
間

▼
そ
の
他　

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
業
務

☎（
62
）２
１
１
１

新
し
い
国
保
の
保
険
証
を

お
届
け
し
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
は
年
に

一
度
、10
月
１
日
に
更
新
を
し
ま
す
。

９
月
下
旬
、
新
し
い
保
険
証
を
書
留

郵
便
で
世
帯
主
あ
て
に
送
付
し
ま
す

の
で
、
10
月
か
ら
の
受
診
に
は
新
し

い
保
険
証
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

保
険
証
の
受
け
取
り
に
は
、
受
取

者
の
サ
イ
ン
な
ど
が
必
要
で
す
。
不

在
の
場
合
、
郵
便
局
か
ら
不
在
連
絡

票
が
投
函
さ
れ
ま
す
の
で
、
郵
便
局

へ
連
絡
の
上
、
必
ず
受
け
取
っ
て
く

だ
さ
い
。

　

有
効
期
限
を
過
ぎ
た
保
険
証
は
、

医
療
機
関
の
窓
口
で
誤
っ
て
提
示
し

た
り
、
そ
の
ま
ま
ゴ
ミ
に
出
し
て
他

人
に
悪
用
さ
れ
た
り
す
る
の
を
防
ぐ

た
め
、
国
保
年
金
業
務
の
窓
口
（
郵

送
で
も
可
）
に
速
や
か
に
返
還
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課　

国
保
年
金
業
務

☎（
62
）２
１
１
４

税
納
税
通
知
書
の
公
示
送
達
に
つ
い

て
」（
町
民
生
活
課
国
保
年
金
業
務
）

・
第
67
号
「
差
押
解
除
通
知
書
の
公

示
送
達
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
68
号
「
交
付
要
求
書
の
公
示
送

達
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
69
号
「
不
動
産
等
の
最
高
価
申

込
者
決
定
通
知
書
の
公
示
送
達
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
70
号
「
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
無
効
告
示
」

（
町
民
生
活
課
国
保
年
金
業
務
）

・
第
71
号
「
猪
苗
代
町
都
市
公
園
供

用
区
域
変
更
公
告
」

（
建
設
課
都
市
整
備
業
務
）

公　

告

・
第
31
号
「
平
成
21
年
度
国
民
健
康

保
険
税
の
公
示
送
達
に
つ
い
て
」

（
町
民
生
活
課
国
保
年
金
業
務
）

・
第
32
号
「
不
動
産
等
の
最
高
価
申

込
者
決
定
に
つ
い
て
」

（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
33
号
「
公
売
公
告
及
び
見
積
価

格
公
告
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
34
号
「
農
用
地
利
用
集
積
計
画

に
つ
い
て
」

（
農
業
委
員
会
農
地
業
務
）

※
告
示
・
公
告
さ
れ
た
内
容
に
つ
い

て
は
、
役
場
前
掲
示
板
を
ご
覧
に
な

る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
課
に
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

告　

示

・
第
65
号
「
猪
苗
代
町
女
性
特
有
の

が
ん
検
診
推
進
事
業
実
施
要
綱
」

（
保
健
福
祉
課
健
康
づ
く
り
業
務
）

・
第
66
号
「
21
年
度
国
民
健
康
保
険

10
月
か
ら
町
県
民
税
の
引

き
落
と
し
開
始

　

今
年
４
月
１
日
現
在
65
歳
以
上
の

人
で
、
公
的
年
金
の
所
得
に
対
し
町

県
民
税
を
納
付
す
る
人
は
、
10
月
支

給
の
公
的
年
金
か
ら
引
き
落
と
し

（
特
別
徴
収
）が
始
ま
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、納
税
方
法
を
簡
単
に
し
、

皆
さ
ん
が
納
税
し
や
す
く
す
る
も
の

で
、
新
た
に
負
担
が
生
じ
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
回
か
ら
対
象
と

な
る
人
に
は
、
６
月
中
に
郵
送
し
た

「
平
成
21
年
度
町
民
税
・
県
民
税
納

税
通
知
書
」の
中
で
お
知
ら
せ
し
て

い
ま
す
の
で
、
再
度
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。
７
月
以
降
に
死
亡
・
転
出
、

税
額
変
更
な
ど
で
今
年
度（
21
年
度
）

の
町
県
民
税
額
が
変
わ
る
人
に
つ
い

て
は
、
年
金
引
き
落
と
し（
特
別
徴

収
）が
で
き
な
く
な
る
た
め
、
普
通

徴
収（
現
金
納
付
・
口
座
振
替
）に

変
更
に
な
り
ま
す
。

　

町
県
民
税
の
公
的
年
金
引
き
落
と

し（
特
別
徴
収
）に
つ
い
て
、
不
明

な
点
が
あ
れ
ば
、
税
務
課
賦
課
業
務

ま
で
気
軽
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

税
務
課　

賦
課
業
務

☎（
62
）２
１
１
３
（
直
通
）

町
介
護
保
険
運
営
協
議
会

の
委
員
を
募
集

　

町
介
護
保
険
運
営
協
議
会
で
は
、

町
の
介
護
保
険
事
業
の
運
営
、
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営
や
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
運
営
な
ど
の
審

議
を
実
施
し
て
い
ま
す（
年
に
４
回

程
度
開
催
）。
町
民
の
皆
さ
ん
の
意

見
を
反
映
さ
せ
な
が
ら
介
護
保
険
事

業
な
ど
を
実
施
し
て
い
く
た
め
、
介

護
保
険
運
営
協
議
会
委
員（
被
保
険

者
代
表
）を
募
集
し
ま
す
。

▼
対
象　

猪
苗
代
町
の
介
護
保
険
加

入
者（
町
内
に
住
所
を
有
す
る
40
歳

以
上
の
人
＝
昭
和
44
年
10
月
１
日
以

前
に
生
ま
れ
た
人
）

▼
募
集
人
数　

３
名

▼
任
期　

委
嘱
の
日
か
ら
３
年
間

▼
報
酬
な
ど　

協
議
会
に
出
席
し
た

場
合
は
、
町
の
規
定
に
よ
り
報
酬
お

よ
び
交
通
費
を
支
給
し
ま
す
。

▼
募
集
期
間　

９
月
30
日（
水
）ま
で

▼
応
募
方
法　

応
募
用
紙
に
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
保
健
福
祉
課
ま
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
応
募
用
紙
は

保
健
福
祉
課
に
あ
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課　

高
齢
者
福
祉
業
務

☎（
62
）２
１
１
５（
直
通
）

いなわしろタウンページ まちのお知らせ

相　

談

町　

税

Town Information

掲
示
板

 

　　あなたの情報が検挙に結びついた場合は、民間で組織されたオウム真理教特別手配被疑者検挙のための懸賞広告

　実行委員会から、手配された被疑者 1 人あたり 200 万円の懸賞金が支払われます（懸賞金総額 600 万円）

オウム真理教特別手配被疑者

○身長
　183㌢くらい
○長身、ひげ濃い、
　歯並び悪い
○左首筋にほくろ

○身長
　173㌢くらい
○中肉、眉毛濃い、
　頭大きい
○近視

○身長
　159㌢くらい
○右目下にほくろ
○右こめかみに
ほくろ

※左は現在のイメージ画 ※左は現在のイメージ画※左は現在のイメージ画

猪苗代警察署からのお知らせ

「あれ？」「もしかして！」と思ったら、110 番、駐在所または 猪苗代警察署　☎（63）0110

平
ひら

田
た

　信
まこと

（44 歳） 高
たか

橋
はし

　克
かつ

也
や

（51 歳） 菊
きく

地
ち

　直
なお

子
こ

（37 歳）

保
険
証

逮捕監禁致死
爆発物取締罰則違反

殺人・同未遂
逮捕監禁致死 殺人・同未遂

募　

集

引き落
とし月

年金引き落とし（特別徴収） 年金引き落とし（特別徴収仮徴収） 特別徴収

10月 12 月 2月 4月 6月 8月 10 月

税額 町県民税年税額の
１/６

2月の引き落とし額と
同じ額を仮徴収

仮徴収額
の精算

精算額の
１/３

▲

▲

今後の年金引き落としスケジュール

注：精算額は当該年度の町県民税額から、
　　４月から８月までの仮徴収額を精算した残額


